
 

上尾市訓令第１１号  

本   庁   

出先機関   

上尾市事務専決規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。  

令和７年３月３１日  

上尾市長   畠  山   稔       

 

上尾市事務専決規程等の一部を改正する訓令  

（上尾市事務専決規程の一部改正）  

第１条  上尾市事務専決規程（昭和４８年上尾市訓令第２号）の一部を次の

ように改正する。  

  第２条第６号中「定める課」の次に「又はセンター」を加え、同条第７

号中「推進室長」を「課内室長」に、「第３条第２項」を「第３条第２項

各号」に改め、「課内推進室」の次に「又は課内センター」を加える。  

  第６条第２項の表出先機関の長（課長相当職の出先機関の長、保育所長

及び出張所長を除く。）の項中「保育所長及び出張所長」を「こども保健

センター所長、保育所長及び出張所長」に改め、同表推進室長の項中「推

進室長」を「課内室長」に改め、同表出張所長の項を削る。  

  第１１条第３項中「推進室長」を「課内室長」に改める。  

  別表第１の２の項第７号ウ、第９号ウ、第１１号ウ及び第１３号ウ中

「推進室長」を「課内室長」に改める。  

  別表第２総務部の表職員課の項第２号 (3 )、第３号 ( 1 )、第５号 (1 )及び第９

号 (1 )中「推進室長」を「課内室長」に改める。  

  別表第２子ども未来部の表中「子ども未来部」を「こども未来部」に改

め、同表子ども支援課の項中「子ども支援課」を「こども支援課」に改め、

同項の次に次のように加える。  

こども家庭

保健課  

１  母子保護の実施及び解除

を決定すること。  

２  助産の実施及び解除を決

定すること。  

 ○  

 

○  

 



３  母子保護及び助産の実施

に係る委託料の支出負担行

為 及 び 支 出 命 令 を す る こ

と。  

４  児童入所施設徴取金の金

額を決定すること。  

５  こども保健センターの休

所日を変更すること。  

６  こども保健センターの臨

時休所日を定めること。  

○  

 

 

 

○  

 

○  

 

○  

 

別表第２市民生活部の表市民課の項の次に次のように加える。  

マイナンバ

ー・パスポ

ートセンタ

ー  

１  個人番号カードの交付申

請を受理すること。  

２  一般旅券発給申請等を受

理すること。  

 ○  

 

○  

 

別表第２都市整備部の表都市計画課の項を次のように改める。  

都市計画課  １  駐車場法（昭和３２年法

律第１０６号）第１２条の

規定による届出を受理する

こと。  

２  宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律第

１９１号）に基づき、この

法律による許可を受けたと

みなされた工事に係る報告

の徴収及び立入検査を行う

こと。  

３  都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第２９条

第１項又は第２項の規定に

基づき、開発区域の面積が

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

○  

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ヘクタール未満の開発行

為を許可すること。  

４  都市計画法第３４条第１

３号の規定による届出を受

理すること。  

５  都市計画法第３５条の２

第１項又は第２項の規定に

基づき、開発許可事項の変

更を許可すること。  

６  都市計画法第３５条の２

第３項の規定による届出を

受理すること。  

７  都市計画法第３６条第２

項に規定する検査済証を交

付すること。  

８  都市計画法第３７条第１

号の規定による承認をする

こと。  

 

 

９  都市計画法第３８条の規

定による届出を受理するこ

と。  

１０  都市計画法第４１条第

２項ただし書の規定による

許可をすること。  

１１  都市計画法第４２条第

１項ただし書の規定による

許可をすること。  

１２  都市計画法第４３条第

１項の規定に基づき、市街

 

 

○  

 

 

○  

 

 

 

○  

 

 

○  

 

 

自己の居

住の用に

供する建

築物以外

のもの  

○  

 

 

○  

 

 

○  

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 己 の 居

住 の 用 に

供 す る 建

築物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



化調整区域のうち開発許可

を受けた開発区域以外の区

域内における建築等を許可

すること。  

１３  都市計画法第４５条に

規定する承認をすること。  

１４  都市計画法第５３条第

１項の規定による建築の許

可をすること。  

１５  都市計画法第５８条の

２第１項の建築等の届出を

受理すること。  

１６  都市計画法第６５条第

１項の規定による建築等の

許可をすること。  

１７  都市計画法第８０条第

１項の規定に基づき、この

法律による許可、認可若し

く は 承 認 を 受 け た 者 に 対

し、必要な報告や資料の提

出の要求、勧告又は助言を

すること。  

１ ８  都 市 計 画 法 施 行 規 則

（昭和４４年建設省令第４

９号）第６０条の規定によ

り、都市計画法第２９条第

１項若しくは第２項、第３

５条の２第１項、第４１条

第２項、第４２条又は第４

３条第１項の規定に適合し

ていることを証する書面を

 

 

 

 

○  

 

○  

 

 

 

 

 

○  

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

開 発 許 可

を 要 し な

いもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 発 許 可

を 受 け た

も の そ の

他 あ ら か

じ め 部 長

が 認 め た

もの  

 

 



交付すること。  

１９  上尾市都市計画法に基

づく開発行為等の手続に関

する規則（昭和４８年上尾

市規則第２号）第１４条に

規定する申請取下書を受理

すること。  

２０  上尾市都市計画法に基

づく開発行為等の手続に関

する規則第１５条に規定す

る工事取りやめ届出書を受

理すること。  

２１  国土利用計画法（昭和

４９年法律第９２号）第６

章及び附則第２条に規定す

る遊休土地に関する措置を

すること。  

２２  国土利用計画法に基づ

く土地売買等の届出に係る

意見の進達をすること。  

２３  優良宅地の認定済証を

交付すること。  

２４  公有地の拡大の推進に

関する法律（昭和４７年法

律第６６号）第４条第１項

の届出を受理すること。  

２５  公有地の拡大の推進に

関する法律第５条第１項の

申出を受理すること。  

２６  公有地の拡大の推進に

関する法律第６条第１項の

 

○  

 

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

○  

 

 

 

○  

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規定による買取りの協議を

行う地方公共団体等の決定

及び買取りの協議を行う旨

の通知をすること。  

２７  公有地の拡大の推進に

関する法律第６条第３項の

規定による買取りを希望す

る地方公共団体等がない旨

の通知をすること。  

２８  景観法（平成１６年法

律１１０号）の規定に基づ

き、届出の受理、勧告、命

令等をすること。  

２９  埼玉県景観条例（平成

１ ９ 年 埼 玉 県 条 例 第 ４ ６

号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 認

定、指導、助言等をするこ

と。  

３０  埼玉県屋外広告物条例

（昭和５０年埼玉県条例第

４２号）第６条第１項の規

定による許可をすること。  

３１  埼玉県屋外広告物条例

第１７条第１項の規定に基

づく措置命令をすること。  

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  

 

 

 

○  

 

 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

別表第２都市整備部の表建築安全課の項に次の１号を加える。  

１７  マンションの管理の適正化の推進に

関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ４ ９

号）第５条の４の規定による管理計画の

認定及び同法第５条の６の規定による当

該計画の認定の更新、同法第５条の７の

○   



規定による当該計画変更の認定、同法第

５条の８の規定による報告の徴収、同法

第５条の９の規定による改善命令及び同

法第５条の１０の規定による当該計画の

認定の取消しをすること。  

別表第２都市整備部の表開発指導課の項を削る。  

別表第３の１の項中「出張所」を「こども保健センター及び出張所」に

改め、同表２の項及び３の項中「子ども家庭総合支援センター、発達支援

相談センター」を「こども発達センター」に改め、同表５の項を次のよう

に改める。  

５  こども保健

センター  

１  センターの利用を許可すること。  

２  センターの利用に係る処分命令をするこ

と。  

３  センターを維持管理すること。  

別表第３の７の項中「発達支援相談センター」を「こども発達センタ

ー」に改め、同表９の項中「保健センター」を「健康保健センター」に改

め、同表１１の項及び１２の項を次のように改める。  

１１  出張所  １  サブリーダーとなる職員を指名すること。  

２  所属職員の事務の分担を決定すること。  

３  所管の施設の使用を許可すること。  

４  道路運送車両法の規定に基づく臨時運行の

許可をすること。  

１２  支所  １  所管の施設の使用を許可すること。  

２  道路運送車両法の規定に基づく臨時運行の

許可をすること。  

  別表第４を次のように改める。  

 別表第４  

  課内推進室等専決事項  

課内室長  事項  

１  各課内推進

室等共通  

１  リーダー又はサブリーダーとなる職員を指

名すること。  



２  所属職員の事務の分担を決定すること。  

３  課内室長を補佐する職員を指名すること。  

４  所属職員の年次休暇及び特別休暇（勤務時

間条例第１４条第２項第３号及び第１９号並

びに会計年度任用職員勤務時間規則第１６条

第３項第２号に規定するものを除く。）を承

認すること。  

５  所属職員の時間外勤務命令をすること。  

６  所属職員について、勤務時間条例第８条の

２第１項（同条第４項において準用する場合

及び会計年度任用職員勤務時間規則第８条に

おいてその例による場合を含む。）の規定に

よる深夜勤務の制限を承認すること。  

７  所属職員について、勤務時間条例第８条の

２第２項及び第３項（同条第４項において準

用する場合及び会計年度任用職員勤務時間規

則 第 ８ 条 に お い て そ の 例 に よ る 場 合 を 含

む。）の規定による時間外勤務の制限を承認

すること。  

８  所属職員の旅行命令をすること。  

９  所属職員について、勤務時間条例第５条の

規定による週休日の振替及び半日勤務時間の

割振変更をすること並びに勤務時間条例第８

条の３第１項の規定による時間外勤務代休時

間の指定及び勤務時間条例第１０条第１項の

規定による代休日の指定をすること。  

１０  次に掲げる会計年度任用職員の服務等に

関すること。  

 (1 ) 通勤手当及び通勤に要する費用弁償の受

給資格を認定すること。  

 (2 ) 会計年度任用職員勤務時間規則第１４条



第２項の規定による病気休暇を承認するこ

と。  

 (3 ) 介護休暇及び介護時間を承認すること。  

 (4 ) 会計年度任用職員勤務時間規則第５条の

規定による週休日の振替及び会計年度任用

職員勤務時間規則第１０条においてその例

によるものとされた勤務時間条例第１０条

第１項の規定による代休日の指定をするこ

と。  

 (5 ) 地方公務員の育児休業等に関する法律に

より育児休業及びその期間の延長並びに部

分休業を承認し、又は当該承認を取り消す

こと。  

 (6 ) 身分、給与、在職その他の証明をするこ

と。  

 (7 ) 職務に専念する義務の特例に関する条例

第２条の規定により職務に専念する義務を

免除すること。  

１１  通知、督促、請求、申請、申込み、届

出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、

通達等のうち軽易なものをすること。  

１２  通知書、督促状、請求書、申請書、届出

書、照会書、依頼書、回答書等を受理するこ

と。  

１３  公文書の公開決定等をすること。  

１４  個人情報の開示決定等、訂正決定等及び

利用停止決定等をすること。  

２  ゼロカーボ

ン推進室長  

１  報酬、給料、職員手当等、旅費、需用費

（修繕料を除く。）、役務費、扶助費及び公

課費に係る支出負担行為及び支出命令をする

こと。  



２  需用費（修繕料に限る。）、工事請負費又

は原材料費に係る支出負担行為のうち１件１

３０万円以下のものをすること。  

３  前２号に規定する歳出科目以外の歳出科目

に係る支出負担行為のうち１件１００万円未

満のものをすること。  

４  第２号に規定する歳出科目以外の歳出科目

に係る支出命令のうち１件１，０００万円未

満のものをすること。  

５  収入の調定をすること。  

６  収入の納入通知をすること。  

（上尾市職員服務規程の一部改正）  

第２条  上尾市職員服務規程（昭和４９年上尾市訓令第５号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条第１項の表２の項中「課長」を「課等の長」に、「子ども家庭総

合支援センター所長  発達支援相談センター所長」を「こども発達センタ

ー所長」に改め、同表６の項中「子ども家庭総合支援センター、発達支援

相談センター、出張所及び西貝塚環境センター」を「こども発達センター

及び西貝塚環境センター並びに出張所」に改め、同表７の項中「課の」を

「課等の」に、「課長」を「課等の長」に改め、同表１０の項及び１１の

項を次のように改める。  

１０  課内推進室等の長  当該課内推進室等が所属する

課等の長  

１１  課内推進室等の職員（当該課

内推進室等の長を除く。）  

所属する課内推進室等の長  

 第２条第３項中「課内推進室」を「課内推進室等」に、「第３条第２

項」を「第３条第２項各号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項

中「（昭和５９年上尾市規則第１１号）」を削り、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  この規程において「課等」とは、上尾市組織規則（昭和５９年上尾市

規則第１１号）第３条第１項各号に定める課等をいう。  



（上尾市庁舎防火管理規程の一部改正）  

第３条  上尾市庁舎防火管理規程（平成５年上尾市訓令第４号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条第２号中「第３条第１項に定める課」を「第３条第１項各号に定

める課等」に改める。  

  第６条第４項中「子ども未来部長」を「こども未来部長」に改める。  

別表第１ (1 )本庁舎の表５階・行政棟の部倉庫（行５―１）の項及び相談

室の項中「子ども家庭総合支援センター」を「こども家庭保健課」に改め

る。  

（上尾市職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の一部改正）  

第４条  上尾市職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程（平成２１年上尾

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。  

別表子ども支援課に勤務する職員の項中「子ども支援課」を「こども支

援課」に改め、同表子ども家庭総合支援センターに勤務する職員の項を削

り、同表子育て支援センターに勤務する職員の項の次に次のように加える。  

こども家庭保健

課に勤務する職

員  

午前８時３０分

から午後５時１

５分まで（育児

短時間勤務職員

等及び定年前再

任用短時間勤務

職 員 に あ っ て

は、午前８時３

０分から午後５

時１５分までの

範囲内で別に定

める時間）  

４ 週 間 に つ い

て ８ 日 （ 育 児

短 時 間 勤 務 職

員 等 及 び 定 年

前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 に

あ っ て は 、 ８

日 以 上 ） と

し 、 業 務 の 実

情 に 応 じ て 所

属 長 の 定 め る

日  

１ 時 間 と

し 、 そ の 割 振

り は 所 属 長 が

定める。  

  別表市民課に勤務する職員の項の次に次のように加える。  

マイナンバー・

パスポートセン

同上  同上  同上  



ターに勤務する

職員  

（上尾市行政文書管理規程の一部改正）  

第５条  上尾市行政文書管理規程（令和６年上尾市訓令第５号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条第１項第１号中「定める課及び同項第２項に定める課内推進室」

を「定める課等及び同項第２項各号に定める課内推進室等」に改める。  

別表第１子ども支援課の項を次のように改める。  

こども支援課  こ支  

別表第１子ども家庭総合支援センターの項を削り、同表子育て支援セン

ターの項の次に次のように加える。  

こども家庭保健課  こ家保  

別表第１発達支援相談センターの項を次のように改める。  

こども発達センター  こ発  

別表第１証明書発行センターの項の次に次のように加える。  

マイナンバー・パスポートセンタ

ー  

マセ  

別表第１開発指導課の項を削る。  

別表第３発達支援相談センターの項を次のように改める。  

こども発達センター  こども発達センター所長  

附  則  

 （施行期日）  

１  この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市事務専決規程の規定は、この訓令の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に生じる事案に係る決裁（同規

程第２条第１号に規定する決裁をいう。以下同じ。）について適用し、施

行日前に生じた事案に係る決裁については、なお従前の例による。  

３  第５条の規定による改正後の上尾市行政文書管理規程別表第１の規定は、

施行日以後に行う行政文書（上尾市公文書管理条例（令和６年上尾市条例



第２号）第２条第２号に規定する行政文書をいう。以下同じ。）の収受又

は発送について適用し、施行日前に行う行政文書の収受又は発送について

は、なお従前の例による。  


